
これからの会議の予定　11月～1月

任
期
満
了
に
伴
い
、
次

の
方
を
再
任
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
同
意
し
ま
し
た
。

　
　
滝
口
　
秀
男
　
氏

︵
昭
和
町
在
住
︶

社
会
科
の
授
業
の
一
環

と
し
て
、
拝
島
第
二
小
学

校
の
６
年
生
が
、
本
会
議

を
傍
聴
し
ま
し
た
。

昭
島
市
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
の
選 

任
に
対
す
る
同
意

小
学
生
が

本
会
議
を
傍
聴

○
可 

決

▽
平
成
27
年
度
昭
島
市
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
２
号
︶

▽	
平
成
27
年
度
昭
島
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

　
︵
第
１
号
︶

▽
平
成
27
年
度
昭
島
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
︵
第
１
号
︶

▽�

平
成
27
年
度
昭
島
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

　
︵
第
１
号
︶

▽
平
成
27
年
度
昭
島
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算︵
第
１
号
︶

▽
平
成
27
年
度
昭
島
市
中
神
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正

　

予
算
︵
第
１
号
︶

▽
平
成
27
年
度
昭
島
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第
１
号
︶

▽
昭
島
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
昭
島
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
昭
島
市
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
昭
島
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
昭
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽�

立
川
基
地
跡
地
広
域
行
政
機
能
地
区
建
築
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

▽�

住
居
表
示
を
実
施
す
る
市
街
地
の
区
域
及
び
当
該
区
域
に
お
け

る
住
居
表
示
の
方
法
に
つ
い
て

▽
町
の
区
域
及
び
名
称
の
変
更
に
つ
い
て

▽
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
︵
西
６７３
号
︑
西
６７６
号
︶

▽
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
︵
昭
島
41
号
︶

▽
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
︵
北
１３０
号
︶

▽
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
︵
西
６７３
号
︑
西
６７６
号
︑
西
７３８
号
︶

▽
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
︵
昭
島
41
号
︶

▽�

平
成
26
年
度
昭
島
市
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益
剰
余
金
の

処
分
に
つ
い
て

▽
拝
島
駅
南
口
連
続
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
工
事
請
負
契
約

▽�

昭
島
市
公
共
下
水
道
︵
立
川
基
地
跡
地
昭
島
地
区
︶
整
備
工
事

委
託
変
更
契
約

○
否 

決

▽�

︵
議
員
提
出
議
案
︶	

昭
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

○
認 

定

▽
平
成
26
年
度
昭
島
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

▽�

平
成
26
年
度
昭
島
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

認
定
に
つ
い
て

▽�

平
成
26
年
度
昭
島
市
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定

に
つ
い
て

▽�

平
成
26
年
度
昭
島
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
認
定
に
つ
い
て

▽	

平
成
26
年
度
昭
島
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認

定
に
つ
い
て

▽	

平
成
26
年
度
昭
島
市
中
神
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

▽
平
成
26
年
度
昭
島
市
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

○
同 

意

▽	
昭
島
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き
同
意

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

○
受 
理

▽	

平
成
26
年
度
昭
島
市
一
般
会
計
継
続
費
精
算
報
告
書
の
報
告
に

つ
い
て

▽	

平
成
26
年
度
昭
島
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
継
続
費
精
算
報
告

書
の
報
告
に
つ
い
て

▽
平
成
26
年
度
昭
島
市
健
全
化
判
断
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

▽
平
成
26
年
度
昭
島
市
資
金
不
足
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

＊	

請
負
契
約
･
請
負
変
更
契
約
の
詳
細
は
７
面
に
︑
選
挙
管
理
委
員
等

の
選
挙
結
果
及
び
人
事
の
詳
細
並
び
に
請
願
は
︑
こ
の
面
に
掲
載

提

出

案

件

と

結

果

　
任
期
満
了
に
伴
い
、
９
月
28
日
の
本
会
議
に
お
け
る
選
挙
の
結
果
、

次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

選
挙
管
理
委
員

吉
見
　
清
司
　
氏

（
福
島
町
在
住
）

秋
山
　
辰
郎
　
氏

（
大
神
町
在
住
）

赤
堀
　
宣
子
　
氏

（
拝
島
町
在
住
）

森
谷
　
治
男
　
氏

（
宮
沢
町
在
住
）

同
補
充
員

（
○
数
字
は
補
充
順
序
）

①
中
村
　
　
功
　
氏

（
中
神
町
在
住
）

②
小
林
　
陽
子
　
氏

（
玉
川
町
在
住
）

③
長
瀬
　
尚
子
　
氏

（
昭
和
町
在
住
）

④
小
松
　
　
豊
　
氏

（
緑
　
町
在
住
）

選
挙
管
理
委
員
及
び

同
補
充
員
の
選
挙
結
果

件 名 提 出 者 委員会の
審査結果

本会議
の結果

所得税法第56条
の廃止を求める
意見書提出に関
する請願

立川民主商工会
会長
婦人部長

総務委員会
不採択	 不採択

◇	傍聴を希望される方は、市役所４階の議会事務局の窓口までお越しください。日程等、
変更になる場合もありますので、事前にお問い合わせください。

◇	第４回定例会で審査を希望する請願等は、11月16日（月）午後５時までに提出をお願
いいたします。
　議会事務局　電話042‐544‐5111　内線2412

開　催　日 開 催 時 間 会　議　名 場　所
11月27日（金）

午前9時30分

本会議（一般質問）＊

議場
11月30日（月） 本会議（一般質問）＊
12月	 1日（火） 本会議（一般質問）＊
12月	 2日（水） 本会議（一般質問･議案上程）＊
12月	 4日（金） 補正予算審査特別委員会 会議室402･403
12月	 7日（月） 総務委員会

第1委員会室12月	 8日（火） 厚生文教委員会
12月	 9日（水） 建設環境委員会
12月10日（木）特別委員会

12月15日（火）

午前9時 議会運営委員会 第1委員会室

午前9時30分 本会議
（委員会審査報告・採決）＊ 議場

本会議終了後 全員協議会

開　催　日 開 催 時 間 会　議　名 場　所
1月中旬 午前9時30分 議会運営委員会 第1委員会室

請　願

請 願 ・ 陳 情

開　催　日 開 催 時 間 会　議　名 場　所
11月12日（木）

午前9時30分
総務委員協議会

第1委員会室11月13日（金） 厚生文教委員協議会
11月16日（月） 建設環境委員協議会
11月17日（火）

18日（水）特別委員会

11月20日（金）午前9時30分 議会運営委員会 第1委員会室

定例会前

第4回定例会　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊インターネット中継を実施

定例会後

あ  き  し  ま  市  議  会  だ  よ  り 平成２７年（２０１５年 ） １０月３１日（ 8 ）No.252

校正　2015/10/26- 月

秘書や家族などが
代理で出席する場合
の結婚祝いや香典

秘書や家族などが
代理で出席する場合
の結婚祝いや香典

お中元・お歳暮お中元・お歳暮

運動会やスポーツ
大会への飲食物の

差し入れ

運動会やスポーツ
大会への飲食物の

差し入れ

東京都選挙管理委員会　パンフレットより

葬式の花輪、供花葬式の花輪、供花

落成式・開店祝い
の花輪

落成式・開店祝い
の花輪

お祭りへの寄附や
差し入れ

お祭りへの寄附や
差し入れ

入学祝い
卒業祝い
入学祝い
卒業祝い

町会の集会や旅行
等の催し物への
寸志や飲食物の
差し入れ

町会の集会や旅行
等の催し物への
寸志や飲食物の
差し入れ

病気見舞い病気見舞い

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、
時期や理由を問わず法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、
時期や理由を問わず法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。


